
　
　
　
　
　
　
　
　
　

目　
　

次

ペ
ー
ジ

 
告

示

〇
県
営
土
地
改
良
事
業
の
換
地
計
画
に
関
す
る
地
積
を
特
に
減
じ
て
換
地
を
定
め
る
土

　

地
の
指
定 

（
農
村
整
備
課
）　

　

一

〇
建
設
業
許
可
の
取
消
し 

（
事
業
管
理
課
）　

　

一

〇
都
市
計
画
決
定
の
図
書
の
写
し
の
縦
覧
（
二
件
） 

（
都
市
計
画
課
）　

　

一

 
公

告

〇
障
害
者
自
立
支
援
法
に
基
づ
く
自
立
支
援
医
療
を
行
う
医
療
機
関
の
指
定 

（
障
害
福
祉
課
）　

　

二

〇
障
害
者
自
立
支
援
法
に
基
づ
く
自
立
支
援
医
療
を
行
う
医
療
機
関
の
指
定
の
辞
退 

（　
　

同　
　

）　

　

二

 
公
安
委
員
会

〇
警
備
業
法
第
二
十
二
条
第
二
項
第
一
号
に
規
定
す
る
警
備
員
指
導
教
育
責
任
者
講
習

　

の
実
施 

二

 
告

示

〇
宮
城
県
告
示
第
六
百
五
十
五
号

　

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
八
十
九
条
の
二
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
五
十

三
条
の
二
の
三
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
県
営
土
地
改
良
事
業
蛇
沼
向
地
区
に
つ
い
て
樹
立
す
る
換
地
計
画
に
関

し
、
次
の
従
前
の
土
地
を
、
地
積
を
特
に
減
じ
て
換
地
を
定
め
る
土
地
と
し
て
指
定
し
た
。

　
　

平
成
二
十
四
年
八
月
二
十
八
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

　

地
積
を
特
に
減
じ
て
換
地
を
定
め
る
土
地

〇
宮
城
県
告
示
第
六
百
五
十
六
号

　

建
設
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
建
設
業
の
許
可
を
取

り
消
し
た
。

　
　

平
成
二
十
四
年
八
月
二
十
八
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

許
可
を
取
り
消
し
た
年
月
日

　
　

平
成
二
十
四
年
八
月
十
三
日

二　

建
設
業
者
の
商
号
又
は
名
称
等

三　

許
可
取
消
し
の
原
因

　

建
設
業
者
の
営
業
所
の
所
在
地
を
確
知
で
き
な
い
の
で
、
そ
の
事
実
を
告
示
（
平
成
二
十
四
年
宮
城
県
告
示
第
五

百
八
十
号
）
し
た
が
、
当
該
告
示
の
日
か
ら
三
十
日
を
経
過
し
て
も
当
該
建
設
業
者
か
ら
申
出
が
な
い
た
め
。

〇
宮
城
県
告
示
第
六
百
五
十
七
号

　

石
巻
市
か
ら
石
巻
広
域
都
市
計
画
決
定
の
図
書
の
写
し
の
送
付
を
受
け
た
の
で
、
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法

律
第
百
号
）
第
二
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
公
衆
の
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

平
成
二
十
四
年
八
月
二
十
八
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

都
市
計
画
の
種
類
及
び
名
称

（1）　 平成24年８月28日　火曜日 宮　　城　　県　　公　　報 第2385号　　 
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美
里
町

二
郷

新
堀

一
五
〇
番
一

田

田

九
七
八

五
一

商
号
又
は
名
称
及

び
代
表
者
の
氏
名

株
式
会
社
Ｚ
Ｅ
Ｒ

Ｏ
コ
ー
ポ
レ
ー
シ 

ョ
ン
安
藤　

忠
司

株
式
会
社
ハ
ウ
ス

ド
ク
タ
ー

村
松　

敏
滉

鈴
木
建
業

鈴
木　

繁

主
た
る
営
業
所
の
所
在
地

仙
台
市
泉
区
将
監
十
丁
目

八
番
四－

一
〇
一
号

仙
台
市
宮
城
野
区
岩
切
字

昭
和
西
百
六
十
五
番
地
の

一多
賀
城
市
留
ヶ
谷
三
丁
目

四
番
十
一
号

建

設

業

許

可

番

号

般－

二
十
一

第
一
万
八
千
五

百
五
十
四
号

般－

二
十

第
一
万
七
千
百

十
号

般－

二
十

第
一
万
六
千
九

百
二
十
二
号

許
可
を
取
り
消
し
た

建
設
業
の
種
類

一
般
建
設
業

　

土
木
工
事
業

　

建
築
工
事
業

　

と
び
・
土
工
工
事
業

　

ほ
装
工
事
業

一
般
建
設
業

　

建
築
工
事
業

　

大
工
工
事
業

　

屋
根
工
事
業

タ
イ
ル
・
れ
ん
が
・

ブ
ロ
ッ
ク
工
事
業

　

内
装
仕
上
工
事
業

一
般
建
設
業

　

建
築
工
事
業

建　

設　

業

許

可

年

月

日

平
成
二
十
一
年

 

九
月
四
日

平
成
二
十
一
年

 

三
月
十
日

平
成
二
十
年

 

七
月
二
十
五
日

市
町
村
名

大
字

字

地　

番

地
目

用
途

地
積�

特
に
減
ず
る

地
積�
　
　



　

１　

種
類　

石
巻
広
域
都
市
計
画
土
地
区
画
整
理
事
業

　

２　

名
称　

石
巻
市
新
渡
波
地
区
被
災
市
街
地
復
興
土
地
区
画
整
理
事
業

二　

縦
覧
場
所

　
　

宮
城
県
庁
（
土
木
部
都
市
計
画
課
）

〇
宮
城
県
告
示
第
六
百
五
十
八
号

　

南
三
陸
町
か
ら
志
津
川
都
市
計
画
決
定
の
図
書
の
写
し
の
送
付
を
受
け
た
の
で
、
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法

律
第
百
号
）
第
二
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
公
衆
の
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

平
成
二
十
四
年
八
月
二
十
八
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

都
市
計
画
の
種
類
及
び
名
称

　

１　

種
類　

志
津
川
都
市
計
画
一
団
地
の
津
波
防
災
拠
点
市
街
地
形
成
施
設

　

２　

名
称　

志
津
川
地
区
一
団
地
の
津
波
防
災
拠
点
市
街
地
形
成
施
設

二　

縦
覧
場
所

　
　

宮
城
県
庁
（
土
木
部
都
市
計
画
課
）

 
公

告

〇
障
害
者
自
立
支
援
法
（
平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
五
十
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
自
立
支
援
医
療

の
う
ち
精
神
通
院
医
療
を
行
う
医
療
機
関
と
し
て
次
の
と
お
り
指
定
し
た
の
で
、
同
法
第
六
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
公

告
す
る
。

　
　

平
成
二
十
四
年
八
月
二
十
八
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

病
院
及
び
診
療
所

二　

薬
局

 

　
　
　
　
　
 

　
　
　
　
　

〇
障
害
者
自
立
支
援
法
（
平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
六
十
五
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
精
神
通
院

医
療
を
行
う
医
療
機
関
と
し
て
指
定
し
た
指
定
自
立
支
援
医
療
機
関
の
指
定
の
辞
退
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
六
十
九

条
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

　
　

平
成
二
十
四
年
八
月
二
十
八
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

公
安
委
員
会

第2385号　平成24年８月28日　火曜日 宮　　城　　県　　公　　報 （2）

名　
　
　

称

く
ろ
さ
わ
脳
外
科

氏
家
医
院

吉
岡
腎
・
循
環
器
科

所　
　

在　
　

地

塩
竈
市
錦
町
六－

三
十
二

栗
原
市
若
柳
字
川
南
南
大
通
二－

十

黒
川
郡
大
和
町
吉
岡
字
天
王
寺
百
八
十
三－

七

指
定
年
月
日

平
成
二
十
三
年
十
一
月
一
日

平
成
二
十
四
年
六
月
一
日

平
成
二
十
四
年
七
月
一
日

名　
　
　

称

有
限
会
社
さ
と
う
薬
局
田
町

店大
崎
調
剤
薬
局
美
里
店

イ
オ
ン
薬
局
気
仙
沼
店

イ
オ
ン
薬
局
古
川
店

ア
イ
セ
イ
薬
局
岩
出
山
店

調
剤
薬
局
ツ
ル
ハ
ド
ラ
ッ
グ

気
仙
沼
東
新
城
店

所　
　

在　
　

地

石
巻
市
八
幡
町
一－

六－

五

遠
田
郡
美
里
町
字
素
山
町
十
九－

六

気
仙
沼
市
赤
岩
舘
下
六－

一
外

大
崎
市
古
川
旭
二－

二－

一

大
崎
市
岩
出
山
字
下
川
原
町
八
十
四－

三
十
一

気
仙
沼
市
東
新
城
二－

六－

五

指
定
年
月
日

平
成
二
十
四
年
六
月
一
日

平
成
二
十
四
年
六
月
一
日

平
成
二
十
四
年
七
月
一
日

平
成
二
十
四
年
七
月
一
日

平
成
二
十
四
年
八
月
一
日

平
成
二
十
四
年
八
月
一
日

名　
　
　

称

社
会
福
祉
法
人
蔵
王
町
社
会

福
祉
協
議
会
訪
問
看
護
ス
テ 

ー
シ
ョ
ン

所　
　

在　
　

地

刈
田
郡
蔵
王
町
大
字
円
田
字
愛
宕
前
二
十
九

辞
退
年
月
日

平
成
二
十
四
年
四
月
一
日

〇
宮
城
県
公
安
委
員
会
告
示
第
120号

　
警
備
業
法
（
昭
和
47年

法
律
第
117号

。
以
下
「
法
」
と
い
う
。）
第
22条

第
２
項
第
１
号
に
規
定
す
る
警
備
員
指
導

教
育
責
任
者
講
習
（
以
下
「
講
習
」
と
い
う
。）
を
次
の
と
お
り
実
施
す
る
。

　
　
平
成
24年

８
月
28日

 
宮
城
県
公
安
委
員
会
委
員
長
　
中
村
　
孝
也
　
　

１
　
講
習
に
係
る
警
備
業
務
の
区
分
及
び
実
施
期
日

　
�
　
警
備
業
務
の
区
分



（3）　 平成24年８月28日　火曜日 宮　　城　　県　　公　　報 第2385号　　 
　
　
３
号
新
規
追
加
、
４
号
新
規
追
加
、
合
わ
せ
て
40人

４
　
受
講
対
象
者

　
�
　
新
規
取
得
講
習

　
　
　
受
講
対
象
者
は
、
受
講
申
込
日
に
お
い
て
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者

ア
　
最
近
５
年
間
に
当
該
警
備
業
務
に
係
る
警
備
業
務
に
従
事
し
た
期
間
が
通
算
し
て
３
年
以
上
で
あ
る
者

イ
　
警
備
員
等
の
検
定
等
に
関
す
る
規
則
（
平
成
17年

国
家
公
安
委
員
会
規
則
第
20号

。
以
下
「
検
定
規
則
」

と
い
う
。）
第
４
条
に
規
定
す
る
１
級
の
検
定
（
当
該
警
備
業
務
に
係
る
も
の
に
限
る
。
以
下
「
１
級
検
定
」

と
い
う
。）
に
係
る
法
第
23条

第
４
項
の
合
格
証
明
書
（
以
下
「
合
格
証
明
書
」
と
い
う
。）
の
交
付
を
受
け

て
い
る
者

ウ
　
検
定
規
則
第
４
条
に
規
定
す
る
２
級
の
検
定
（
当
該
警
備
業
務
に
係
る
も
の
に
限
る
。
以
下
「
２
級
検
定
」

と
い
う
。）
に
係
る
合
格
証
明
書
の
交
付
を
受
け
て
い
る
警
備
員
で
あ
っ
て
、
当
該
合
格
証
明
書
の
交
付
を

受
け
た
後
、
継
続
し
て
１
年
以
上
当
該
警
備
業
務
に
従
事
し
て
い
る
も
の

エ
　
検
定
規
則
附
則
第
３
条
の
規
定
に
よ
る
廃
止
前
の
警
備
員
等
の
検
定
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
61年

国
家
公

安
委
員
会
規
則
第
５
号
。
以
下
「
旧
検
定
規
則
」
と
い
う
。）
第
１
条
第
２
項
に
規
定
す
る
１
級
の
検
定
（
当

該
警
備
業
務
に
係
る
も
の
に
限
る
。
以
下
「
旧
１
級
検
定
」
と
い
う
。）
に
合
格
し
た
者

オ
　
旧
検
定
規
則
第
１
条
第
２
項
に
規
定
す
る
２
級
の
検
定
（
当
該
警
備
業
務
に
係
る
も
の
に
限
る
。
以
下

「
旧
２
級
検
定
」
と
い
う
。）
に
合
格
し
た
警
備
員
で
あ
っ
て
、
当
該
検
定
に
合
格
し
た
後
、
継
続
し
て
１

年
以
上
当
該
警
備
業
務
に
従
事
し
て
い
る
も
の

　
�
　
追
加
取
得
講
習

　
受
講
申
込
日
に
お
い
て
、
当
該
警
備
業
務
以
外
の
警
備
業
務
の
区
分
に
係
る
法
第
22条

第
２
項
に
規
定
す
る

警
備
員
指
導
教
育
責
任
者
資
格
者
証
（
以
下
「
資
格
者
証
」
と
い
う
。）
又
は
、
警
備
員
指
導
教
育
責
任
者
及

び
機
械
警
備
業
務
管
理
者
に
係
る
講
習
等
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
58年

国
家
公
安
委
員
会
規
則
第
２
号
）
第
７

条
に
規
定
す
る
警
備
員
指
導
教
育
責
任
者
講
習
修
了
証
明
書
（
以
下
「
修
了
証
明
書
」
と
い
う
。）
の
交
付
を

受
け
て
い
る
者
で
あ
っ
て
、
前
記
�
－
ア
～
オ
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の

５
　
事
前
申
込
み

　
�
　
受
付
専
用
電
話

　
宮
城
県
警
察
本
部
生
活
安
全
部
生
活
環
境
課
受
付
専
用
電
話
（
022－

224－
7311）

に
て
事
前
申
込
み
を
受

け
付
け
る
。（
氏
名
、
住
所
、
連
絡
先
電
話
番
号
、
前
記
４
の
受
講
対
象
者
に
該
当
す
る
項
目
に
つ
い
て
聴
取
）

　
な
お
、
１
回
の
電
話
で
の
受
付
は
１
人
と
す
る
。

　
�
　
受
付
期
間

　
平
成
24年

９
月
12日

（
水
）
か
ら
同
月
19日

（
水
）
ま
で
の
土
・
日
曜
日
及
び
祝
日
を
除
く
５
日
間
（
９
月
12

　
　
　
法
第
２
条
第
１
項
第
３
号
に
規
定
す
る
警
備
業
務
（
以
下
「
３
号
警
備
業
務
」
と
い
う
。）

　
　
　
法
第
２
条
第
１
項
第
４
号
に
規
定
す
る
警
備
業
務
（
以
下
「
４
号
警
備
業
務
」
と
い
う
。）

　
�
　
実
施
期
間

　
　
　
平
成
24年

10月
10日

（
水
）
か
ら
同
月
19日

（
金
）
ま
で
の
土
・
日
曜
日
を
除
く
８
日
間

　
　
※
　
〇
は
講
習
実
施
日

　
�
　
講
習
時
間

　
　
ア
　
新
規
取
得
講
習
（
３
号
業
務
）

　
10月

10日
か
ら
16日

ま
で
の
５
日
間
は
午
前
９
時
30分

か
ら
午
後
４
時
50分

ま
で
、
18日

は
午
前
９
時
30

分
か
ら
午
後
０
時
20分

ま
で
と
し
、
最
終
日
は
午
前
９
時
20分

か
ら
修
了
考
査
を
実
施
す
る
。

　
　
イ
　
新
規
取
得
講
習
（
４
号
業
務
）

　
10月

10日
か
ら
12日

及
び
17日

の
４
日
間
は
午
前
９
時
30分

か
ら
午
後
４
時
50分

ま
で
、
18日

は
午
前
９

時
30分

か
ら
午
後
３
時
50分

ま
で
と
し
、
最
終
日
は
午
前
９
時
20分

か
ら
修
了
考
査
を
実
施
す
る
。

　
　
ウ
　
追
加
取
得
講
習
（
３
号
業
務
）

　
10月

15日
及
び
16日

の
２
日
間
は
午
前
９
時
30分

か
ら
午
後
４
時
50分

ま
で
、
18日

は
午
後
４
時
か
ら
修

了
考
査
を
実
施
す
る
。

　
　
エ
　
追
加
取
得
講
習
（
４
号
業
務
）

　
10月

17日
は
午
前
９
時
30分

か
ら
午
後
４
時
50分

ま
で
、
18日

は
午
後
１
時
か
ら
午
後
３
時
50分

ま
で
と

し
、
午
後
４
時
か
ら
修
了
考
査
を
実
施
す
る
。

２
　
実
施
場
所

　
　
仙
台
市
泉
区
天
神
沢
１
丁
目
４
番
11号

　
　
一
般
社
団
法
人
宮
城
県
警
備
業
協
会

３
　
受
付
人
員

計
19日
（
金
）

18日
（
木
）

17日
（
水
）

16日
（
火
）

15日
（
月
）

12日
（
金
）

11日
（
木
）

10日
（
水
）

 
実
施
日

講
習
区
分

７
日
間

〇
〇

〇
〇

〇
〇

〇
３
号

新
規
取
得

講
習
　
　

６
日
間

〇
〇

〇
〇

〇
〇

４
号

３
日
間

〇
〇

〇
３
号

追
加
取
得

講
習
　
　

２
日
間

〇
〇

４
号
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公
安
委
員
会
関
係
手
数
料
条
例（
平
成
12年

宮
城
県
条
例
第
21号

）第
２
条
第
１
項
の
表
63の

項
に
基
づ
き
、新

規
取
得
講
習
受
講
者
に
あ
っ
て
は
３
号
警
備
業
務
38,000円

、
４
号
警
備
業
務
34,000円

、
追
加
取
得
講
習
受
講

者
に
あ
っ
て
は
３
号
警
備
業
務
14,000円

、
４
号
警
備
業
務
10,000円

の
額
に
相
当
す
る
宮
城
県
収
入
証
紙
に
よ

り
、
受
講
申
込
時
に
納
付
す
る
こ
と
。

　
な
お
、
既
納
の
受
講
手
数
料
は
、
還
付
し
な
い
。

７
　
講
習
の
委
託
先

　
　
仙
台
市
泉
区
天
神
沢
１
丁
目
４
番
11号

　
　
一
般
社
団
法
人
宮
城
県
警
備
業
協
会

８
　
そ
の
他

　
　
講
習
に
関
す
る
問
い
合
わ
せ
先
　
宮
城
県
警
察
本
部
生
活
安
全
部
生
活
環
境
課

　
　
（
電
話
番
号
022－

221－
7171　

内
線
3184・

3185）

日
か
ら
18日

ま
で
は
午
前
９
時
か
ら
午
後
５
時
ま
で
、
19日

の
最
終
日
の
み
午
後
３
時
ま
で
）。

　
な
お
、
受
付
は
先
着
順
と
し
、
定
員
に
達
し
た
場
合
は
期
間
内
で
あ
っ
て
も
締
め
切
る
。

６
　
受
講
手
続
き

　
　
事
前
申
込
み
に
よ
り
予
約
番
号
を
所
得
し
た
者
に
対
す
る
受
講
手
続
き
は
、
次
の
と
お
り
行
う
。

　
�
　
受
付
期
間

　
平
成
24年

９
月
20日

（
木
）
か
ら
同
月
26日

（
水
）
ま
で
の
土
・
日
曜
日
を
除
く
５
日
間
（
毎
日
午
前
９
時
か

ら
午
後
５
時
ま
で
）。

　
�
　
申
込
書
の
提
出
先

　
事
前
申
込
み
の
際
に
申
込
先
警
察
署
を
指
定
す
る
の
で
、
申
請
受
付
期
間
内
に
指
定
さ
れ
た
警
察
署
生
活
安
全

課
に
提
出
す
る
こ
と
。

　
な
お
、
郵
送
に
よ
る
提
出
は
受
け
付
け
な
い
。

　
�
　
提
出
書
類

　
　
ア
　
警
備
員
指
導
教
育
責
任
者
講
習
受
講
申
込
書
　
１
通

　
　
イ
　
資
格
者
証
又
は
修
了
証
明
書
の
写
し
　
１
通
（
追
加
取
得
講
習
受
講
者
の
み
）

　
　
ウ
　
受
講
対
象
者
に
該
当
す
る
こ
と
を
疎
明
す
る
書
面
　
１
通

　
　
　
�
　
前
記
４
－
�
－
ア
に
該
当
す
る
者

　
最
近
５
年
間
に
、
当
該
警
備
業
務
に
従
事
し
た
期
間
が
通
算
し
て
３
年
以
上
で
あ
る
こ
と
を
証
明
す
る
警

備
業
者
の
作
成
に
係
る
警
備
業
務
従
事
証
明
書
（
以
下
「
警
備
業
務
従
事
証
明
書
」
と
い
う
。）
及
び
履
歴

書

　
　
　
�
　
前
記
４
－
�
－
イ
に
該
当
す
る
者

　
　
　
　
　
１
級
検
定
の
合
格
証
明
書
の
写
し

　
　
　
�
　
前
記
４
－
�
－
ウ
に
該
当
す
る
者

　
２
級
検
定
の
合
格
証
明
書
の
写
し
及
び
当
該
合
格
証
明
書
の
交
付
を
受
け
た
後
、
継
続
し
て
１
年
以
上
当

該
警
備
業
務
に
従
事
し
て
い
る
こ
と
を
証
明
す
る
警
備
業
務
従
事
証
明
書

　
　
　
�
　
前
記
４
－
�
－
エ
に
該
当
す
る
者

　
　
　
　
　
旧
１
級
検
定
の
旧
検
定
規
則
第
８
条
の
合
格
証
の
写
し

　
　
　
�
　
前
記
４
－
�
－
オ
に
該
当
す
る
者

　
旧
２
級
検
定
の
旧
検
定
規
則
第
８
条
の
合
格
証
の
写
し
及
び
当
該
検
定
に
合
格
し
た
後
、
継
続
し
て
１
年

以
上
当
該
警
備
業
務
に
従
事
し
て
い
る
こ
と
を
証
明
す
る
警
備
業
務
従
事
証
明
書

　
　
エ
　
代
理
人
が
提
出
す
る
場
合
は
本
人
か
ら
の
委
任
状

　
�
　
受
講
手
数
料


